
 

消費税率８％への引上げに合わせた 

区分支給限度基準額の見直しについて 
 

１．基本的な考え方 

○ 区分支給限度基準額については、消費税引上げに伴う介護報酬への上乗せ対応を行

うことにより、従前と同量のサービスを利用しているにもかかわらず、区分支給限度

基準額を超える利用者が新たに生じること等から、引き上げる。 

○ なお、特定福祉用具販売と住宅改修に係る支給限度基準額については、当該サービ

ス費は介護保険制度創設時から公定価格ではないこと等から、引き上げない。 

２．区分支給限度基準額の水準案 

（１） 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限

度基準額 

要支援１   ４，９７０単位  ⇒   ５，００３単位 

要支援２  １０，４００単位  ⇒  １０，４７３単位 

要介護１  １６，５８０単位  ⇒  １６，６９２単位 

要介護２  １９，４８０単位  ⇒  １９，６１６単位 

要介護３  ２６，７５０単位  ⇒  ２６，９３１単位 

要介護４  ３０，６００単位  ⇒  ３０，８０６単位 

要介護５  ３５，８３０単位  ⇒  ３６，０６５単位 

（２） 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防

特定施設入居者生活介護費に係る限度単位数 

要支援１   ４，９７０単位  ⇒   ５，００３単位 

要支援２  １０，４００単位  ⇒  １０，４７３単位 

要介護１  １７，０２４単位  ⇒  １７，１４６単位 

要介護２  １９，０９１単位  ⇒  １９，２１３単位 

要介護３  ２１，２８０単位  ⇒  ２１，４３２単位 

要介護４  ２３，３４７単位  ⇒  ２３，４９９単位 

要介護５  ２５，４７５単位  ⇒  ２５，６５８単位 
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